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 産 業 建 設 常 任 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 議 案 に つ い て 、

審 査 の 経 過 概 要 と 結 果 を 報 告 し ま す 。  

 ま ず 、 第 １ 号 議 案 、 平 成 ２ ３ 年 度 亀 岡 市 一 般 会 計 補 正

予 算 の 本 委 員 会 所 管 分 に つ い て 、 そ の 主 な 内 容 は 、  

商 工 費 で は 、 大 谷 鉱 山 抗 廃 水 処 理 施 設 に お け る 災 害 時

の 停 電 対 策 の た め 、 非 常 用 発 電 機 の 設 置 に か か る 休 廃 止

鉱 山 鉱 害 防 止 対 策 経 費 の 増 額 補 正 。  

土 木 費 で は 、 小 規 模 道 路 修 繕 箇 所 の 増 加 に 対 応 す る た

め の 道 路 維 持 管 理 経 費 の 増 額 補 正 。  

災 害 復 旧 費 で は 、 ５ 月 に 発 生 し た 梅 雨 前 線 豪 雨 に よ り

被 害 を 受 け た 農 地 の 復 旧 工 事 費 で あ り ま す 。  

採 決 に 先 立 ち 、 人 事 院 勧 告 に 準 じ た 給 与 改 定 に 伴 う 内

容 に つ い て 、 反 対 討 論 、 賛 成 討 論 が あ り ま し た が 、 採 決

の 結 果 は 、 多 数 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま

し た 。  

次 に 、 第 ３ 号 議 案 か ら 第 ６ 号 議 案 の ４ 議 案 は 、 簡 易 水

道 事 業 特 別 会 計 、 地 域 下 水 道 事 業 特 別 会 計 、 上 水 道 事 業

会 計 、 下 水 道 事 業 会 計 の 平 成 ２ ３ 年 度 補 正 予 算 で あ り ま

す 。  

そ の 主 な 内 容 は 、 各 水 道 及 び 下 水 道 施 設 の 管 理 経 費 に

か か る 債 務 負 担 行 為 や 職 員 人 件 費 の 精 算 見 込 み に よ る 増

減 等 で あ り ま す 。 ４ 議 案 と も 採 決 に 先 立 ち 、 人 事 院 勧 告

に 準 じ た 給 与 改 定 に 伴 う 内 容 に つ い て 、 反 対 討 論 、 賛 成

討 論 が あ り ま し た が 、 採 決 の 結 果 は 、 多 数 を も っ て 原 案

可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 



次 に 、 第 １ ２ 号 議 案 の 亀 岡 市 国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金

等 徴 収 条 例 の 制 定 に つ い て は 、 川 東 地 域 に お け る 国 営 亀

岡 農 地 再 編 整 備 事 業 の 完 了 に 伴 い 、 受 益 者 負 担 金 等 の 徴

収 方 法 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の で あ り 、 別 段

異 論 な く 、 採 決 の 結 果 は 、 全 員 を も っ て 原 案 可 決 す べ き

も の と 決 定 し ま し た 。  

次 に 、 第 ２ １ 号 議 案 か ら 第 ２ ５ 号 議 案 ま で の ５ 議 案 は 、

亀 岡 市 林 業 セ ン タ ー を は じ め 、 亀 岡 市 都 市 公 園 （ 亀 岡 運

動 公 園 ・ さ く ら 公 園 ） 、 Ｊ Ｒ 亀 岡 駅 前 及 び Ｊ Ｒ 亀 岡 駅 北

口 自 転 車 等 駐 車 場 、 Ｊ Ｒ 馬 堀 駅 前 、 Ｊ Ｒ 並 河 駅 前 及 び Ｊ

Ｒ 千 代 川 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 、 メ デ ィ ア ス 亀 岡 自 転 車 駐

車 場 の 施 設 の 管 理 に 関 し 、 指 定 管 理 者 を 指 定 し よ う と す

る も の で あ り ま す 。 ５ 議 案 と も 別 段 異 論 な く 、 採 決 の 結

果 は 、 全 員 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

次 に 、 第 ２ ６ 号 議 案 の 土 地 改 良 事 業 （ 災 害 復 旧 事 業 ）

の 施 行 に つ い て は 、 ５ 月 の 梅 雨 前 線 豪 雨 に よ り 被 害 を 受

け た 農 地 の 災 害 復 旧 事 業 を 行 う も の で あ り 、 別 段 異 論 な

く 、 採 決 の 結 果 は 、 全 員 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と

決 定 し ま し た 。  

次 に 、 第 ２ ７ 号 議 案 の 町 の 区 域 の 変 更 に つ い て （ 保 津

町 ・ 葛 原 地 区 ） は 、 土 地 改 良 事 業 に 伴 い 同 町 の 一 部 の 区

域 を 変 更 し よ う と す る も の で あ り 、 別 段 異 論 な く 、 採 決

の 結 果 は 、 全 員 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と 決 し ま し

た 。  

次 に 、 本 常 任 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 請 願 に つ い て 、

審 査 経 過 と 結 果 を 報 告 い た し ま す 。  

受 理 番 号 １ ５ 、 国 民 の 生 命 、 財 産 と 安 全 を 守 る 一 般 国

道 ９ 号 防 災 整 備 を 行 う 事 務 所 ・ 出 張 所 の 存 続 を 求 め る 請

願 に つ い て で あ り ま す が 、 賛 成 討 論 と し て 、 亀 岡 断 層 の

危 険 性 か ら も 国 道 ９ 号 の ラ イ フ ラ イ ン は 国 が し っ か り 守

る べ き で あ り 、 地 方 に 移 譲 さ れ れ ば 、 予 算 の 都 合 な ど に

よ り 維 持 管 理 が 不 十 分 な も の と な り 、 広 範 な 事 故 対 応 等

を 招 く と の 指 摘 が あ り ま し た 。  



反 対 討 論 と し て は 、 地 方 に 移 譲 す る こ と に よ り 、 地 域

の 実 情 を 把 握 し て い る 自 治 体 の ほ う が 、 よ り 対 応 が し や

す い 面 も 考 え ら れ 、 地 方 と 国 と の 連 携 し た 体 制 づ く り を

確 立 す る こ と が 重 要 で あ る な ど の 指 摘 が あ り ま し た 。  

採 決 の 結 果 は 賛 成 者 少 数 に よ り 不 採 択 と 決 定 し ま し た 。  

以 上 、 簡 単 で あ り ま す が 、 本 委 員 会 の 報 告 と い た し ま す 。  




